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議案第４１号 

八潮市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（令和８年３月３１日専 

決処分） 

 

１ 趣 旨 

  地方税法施行令等の一部改正に伴う改正 

 

２ 内 容 

 ⑴ 国民健康保険税の軽減措置について、５割軽減及び２割軽減の対象とな

る世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者数＋特定同一世帯所属者

の数に乗ずべき金額を引き上げる。 

① ５割軽減 

現 行 

    基礎控除額（４３万円）＋（給与所得者等の数－１）×１０万円 

         ＋３０万５千円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者） 

      ↓ 

改正後 

    基礎控除額（４３万円）＋（給与所得者等の数－１）×１０万円 

         ＋３１万円  ×（被保険者数＋特定同一世帯所属者） 

② ２割軽減 

現 行 

    基礎控除額（４３万円）＋（給与所得者等の数－１）×１０万円 

         ＋５６万円  ×（被保険者数＋特定同一世帯所属者） 

      ↓ 

改正後 

    基礎控除額（４３万円）＋（給与所得者等の数－１）×１０万円 

         ＋５７万円  ×（被保険者数＋特定同一世帯所属者） 

⑵ 規定の整備 

 

３ 施行期日等 

 ⑴ 施行期日 

   令和８年４月１日 

 ⑵ 適用区分 

   改正後の規定は、令和８年度以後の年度分の国民健康保険税について適

用し、令和７年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によ

る。 
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議案第４２号 

八潮市税条例の一部を改正する条例（令和８年３月３１日専決処分） 

 

１ 趣 旨 

  地方税法等の一部改正に伴う改正 

 

２ 内 容 

⑴ 固定資産税 

 ① バリアフリー改修が行われた劇場や音楽堂等に係る特例措置の拡充に

伴い、規定を整備する。（附則第１０条の３関係） 

② 課税標準の特例の見直しに伴い、引用条項を整備する。（附則第１０条

の２、附則第１０条の３関係） 

⑵ 軽自動車税 

  ① 環境性能割の廃止に伴い、現行の軽自動車税の種別割を軽自動車税と

する等、所要の措置を講ずる。（第１８条の３、第１９条、第８０条、第

８１条、第８１条の３～第８１条の８、第８２条、第８３条、第８５条、

第８７条～第９１条、附則第１５条の３～附則第１６条の２関係） 

② 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車について、税率を７５％相当軽減

する現行のグリーン化特例（軽課）の適用期限を２年間延長する。（附則

第１６条関係） 

   現 行         改正後 

  令和８年３月３１日 → 令和１０年３月３１日 

⑶ 規定の整備 

 

３ 施行期日等 

⑴ 施行期日 

 令和８年４月１日 

⑵ 経過措置 

   所要の措置を設ける。 
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議案第４３号 

八潮市都市計画税条例の一部を改正する条例（令和８年３月３１日専決処 

分） 

 

１ 趣 旨 

  地方税法の一部改正に伴う改正 

 

２ 内 容 

 ⑴ バリアフリー改修が行われた劇場や音楽堂等に係る特例措置の拡充に伴

い、規定を整備する。（附則第７項関係） 

 ⑵ 課税標準の特例の見直しに伴い、引用条項を整備する。（附則第２項～第

６項、第１９項関係） 

 

３ 施行期日等 

 ⑴ 施行期日 

   令和８年４月１日 

 ⑵ 経過措置 

   所要の措置を設ける。 
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議案第４５号 

八潮市税条例の一部を改正する条例 

 

１ 趣 旨 

  地方税法等の一部改正に伴う改正 

 

２ 内 容 

 ⑴ 個人市民税 

① 納税義務者が、自己の同族会社である法人との合計で株式等の保有割

合が３％以上となる内国法人から支払を受ける上場株式等の配当等につ

いて、総所得金額から除外しないこととする。（第３３条関係） 

② 公益信託制度の見直しに伴う所得税法等の改正により、規定を整備す

る。（第３４条の７第１項、附則第４条の２関係） 

③ 復興特別所得税の課税期間の延長及び防衛特別所得税の創設に伴い、

規定を整備する。（第３４条の７第２項、附則第７条の４、附則第９条の

２関係） 

④ 公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出義務範囲の見直しに伴

い、規定を整備する。（第３６条の３の３関係） 

⑤ 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例（セル

フメディケーション税制）について適用期限を撤廃する。（附則第６条関

係） 

    現 行               改正後 

   平成３０年度から令和９年度まで → 平成３０年度以後 

⑥ 住宅借入金等特別税額控除について、居住年の適用期限が５年間延長

されたことに伴い、控除の適用期限を次のとおり延長する。（附則第７条

の３関係） 

居住年の適用期限 

   現 行      改正後 

  令和７年まで → 令和１２年まで 

    住宅借入金等特別税額控除の適用期限 

      現 行        改正後 

     令和２０年度まで → 令和２５年度まで 

  ⑦ 肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例について、適用期限を

３年間延長する。（附則第８条関係） 

      現 行       改正後 

     令和９年度まで → 令和１２年度まで 

  ⑧ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に
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係る課税の特例について、適用期限を３年間延長する。（附則第１７条の

２関係） 

      現 行       改正後 

     令和８年度まで → 令和１１年度まで 

 ⑵ 固定資産税 

① 固定資産税の免税点の見直し（第６３条関係） 

         現 行     改正後 

  家屋     ２０万円 →  ３０万円 

  償却資産  １５０万円 → １８０万円 

② 地域決定型地方税制特例措置（わがまち特例）について、課税標準に

乗ずる本市の特例割合は、次のとおりとする。（附則第１０条の２関係） 

ア 再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例措

置の見直し 

 (ア) 新設 

  次世代型太陽電池 １／２ 

（法律で定める特例割合の範囲は１／２を参酌して１／３以上２／３以下） 

  特定風力発電（洋上風力（再エネ海域利用法）） ３／５ 

（法律で定める特例割合の範囲は３／５を参酌して１／２以上７／10以下） 

  特定風力発電（洋上風力（港湾法）・陸上風力） ２／３ 

（法律で定める特例割合の範囲は２／３を参酌して１／２以上５／６以下） 

 (イ) 廃止 

  特定太陽光発電（１，０００キロワット以上） 

  特定太陽光発電（１，０００キロワット未満） 

  特定風力発電（２０キロワット以上） 

  特定風力発電（２０キロワット未満） 

  特定バイオマス発電（木竹由来等のもの以外で１０，０００キロワ

ット以上２０，０００キロワット未満） 

  特定バイオマス発電（木竹由来等のもので１０，０００キロワット

以上２０，０００キロワット未満） 

イ バリアフリー改修が行われた特別特定建築物に係る固定資産 １／３ 

（法律で定める特例割合の範囲は１／３を参酌して１／６以上１／２以下） 

 ⑶ 規定の整備 

 

３ 施行期日等 

⑴ 施行期日 

 公布の日。ただし、次の規定は、それぞれに掲げる日 

① ２⑴②・④・⑤、２⑴⑥の一部 令和９年１月１日 
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② ２⑵①            令和９年４月１日 

③ ２⑴③、２⑴⑧の一部     令和１０年１月１日 

⑵ 経過措置 

   所要の措置を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 7 - 

議案第４６号 

八潮市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 

１ 趣 旨 

  地方税法の一部改正に伴う改正 

 

２ 内 容 

 ⑴ 地域決定型地方税制特例措置（わがまち特例）について、課税標準に乗

ずる本市の特例割合を定める。（附則第７項関係） 

   バリアフリー改修が行われた特別特定建築物に係る固定資産 １／３ 

（法律で定める特例割合の範囲は、１／３を参酌して１／６以上１／２以下） 

 ⑵ 規定の整備 

 

３ 施行期日等 

 ⑴ 施行期日 

   公布の日 

 ⑵ 経過措置 

 所要の措置を設ける。 
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議案第４７号 

八潮市印鑑条例の一部を改正する条例 

 

１ 趣 旨 

  出入国管理及び難民認定法等の一部改正により、特定在留カード等の利用

が可能となったことに伴い、特定在留カード等による印鑑登録証明書の交付

に対応するための改正 

 

２ 内 容 

 特定在留カード・特定特別永住者証明書を用いて、コンビニエンスストア

等に設置している多機能端末機（マルチコピー機）から印鑑登録証明書の交

付を受けることができることとする。 

※ 特定在留カードとは、個人番号カードとしての機能を付加するための措置が講

じられた在留カードをいう。特定特別永住者証明書とは、個人番号カードとして

の機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいう。 

 

３ 施行期日 

  公布の日 

 


